
「森の子学校」体験活動推進事業 実施要項 

 

１ 事業の目的 

   県内の小中学校を対象に、学習指導要領に対応した事前学習、直接体験、事後学習からな

る森林ＥＳＤに基づく森林・林業教育プログラムを実施し、次世代を担う子どもたちの森林・

林業への理解を深めるとともに体験活動の充実を図る。 

 

２ 対象 

  大分県内の小中学校及び義務教育学校 １５校程度 

※条件 森林・林業教育プログラム実施のため新たに集団宿泊活動を実施する学校 

もしくは日程延長する学校、及び校外学習を行う学校 

※１５校に満たない場合は再募集を行う。 

３ 場所 

  大分県立香々地青少年の家 大分県立九重青少年の家 

 

４ 事業内容 

 （１）森林・林業教育プログラム検討委員会 

専門家による体験学習のフィールド調査を行い、小・中学校教育課程に対応した森林・林業教

育プログラムの提供のあり方を検討する。 

 （２）プログラム実践協力校によるプログラム実践 

  青少年の家は、ＳＴＥＭ教育や環境教育、教科等協力校の教育課程に関連付けた森林・ 

林業教育プログラムを企画・実践し、その成果をまとめる。 

 

＜学校の取組内容＞ 

① 教育目標、教育課程、児童の実態等に基づき、青少年の家と事前に協議する。 

② 青少年の家及び外部講師と連携し事前・事後学習を実施する。 

③ 取組の成果を検証するため、青少年の家が行う調査等に協力する。 

 

５ 費用 

  下記の費用について予算の範囲内で大分県が負担する。 

   ・活動に係るバス代 

   ・プログラムに係る外部指導者に対する講師料 

 

６ 申請方法 

   実施を希望する学校は活動希望日を利用予定施設に問い合わせの上、直接利用予定施設

（香々地青少年の家または九重青少年の家）に「第１号様式」（実施申請書）を提出する。 

 

７ 一次締切  

令和６年５月２７日（月） 

 

附則 

この要項は、令和６年５月８日から適用する。 


